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次期診療報酬改定に向けた医療技術の評価・再評価に係る  

評価方法等について（案）  

過重  

次期診療報酬改定に向けた新規医療技術の評価及び既存技術の再評価を実施するにあ   

たり、 当分科会において評価方法等に／）いて検討する仁  

産廃技術評価分科会においては、平成15年度より学会等に技術評価希望＃の程出を   

求め、医標技術評価の参考にしてきたところであるが、平成20年度改定においては、   

臨床医を斗心としたワーキンググループによる 次評価及び当分科会における二次評価   

を行い、中央社会医療協議会基本問題小委員会へ報告した∩ 次期改定においても、平成   

20年度改定と同様に卜記のとおり実施してはどうか〔  

1．分科会における評価対象技術  

分科会における評価対象技術は、原則、医科診療報酬点数表第2章特掲診療粁盗旦  

部（ん字医療）から箭13部（病理診断）、又は歯科診療報酬点数表第2章特掲診痍料  

第2部（ィL宅医療）から箭14蔀（病輝診I斬）に；済当する技術として評価されている  

又はされることが適当な医楳技紬■とする。  

2．分科会において評価対象とする評価提案害  

以卜の学会から提出された評価捷英幸（吊り紙）に′）いて評価を実施する〔  

〇 ロ本塩学会分科会、内科系学会社会保険連合、外科系学会社会保険委員会連合、  

ロ本館利膣学会分科会 一語客分料金含む）の何れかに属する学会、口本巣学会、亜びに   

看誰系学会等社会保険連合  

3．評価方法  

評価は2段階で実施する。  

（1次評価）臨床医を中心としたワーキンググ／レープを設常し、専門的観点から当該技術に  

係る評他を実施。技師評価分科会の委員はいずれかのワーキンググループに  

属する．、ワーキンググループは原則非公開とする。  

（2次評価）1次評価結果において高く評価された・定数以上の技術を対象に、医療技術  

評価分科会今休会合において、上り幅広い観点から評価を実施⊂  

4．評価結果の取り扱い  

評価結果は中央社会保険医楳協議会基本問題小委員会に報告する。  

5．実施スケジご⊥－ル   

平成21年3月上イり  提案再配布  

6月19口 軽出締め切り、重複・典革法などの確認  

7～9月   ワーキンググルー71こよる評価  

10月以降 1次評価終イ、技術評価分科会にて2次評価  

評価結果を中央社会保険臨床協議会基本問題小委員会に  

相法こ   
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医療技術評価提案書（保険未収載技術用）【詳細版】  

申請団体名  

代表者名  

医療技術評価提案書（保険未収載技術用）【概要版】  
申請団体名  

提出年月日  平成21年 月 日  

※ 樹こ記載した内容の背景、馳井術方式等について4敦を上凰として記戴する。  
※ 蜘ないこと  
※ 劇仙£海外のデ」タを用いることも可徽  

代表者名  

平成21年 月 日  提出年月日  

ている慰暮夏夏することなく  し、1故に収めるこ  ※ 概にはポイントのみを、本紙闇訊こ  

技術名  

技術の概要  

対象疾患名  

保険収載の必要性のポイント  

【評価項目】   

任有効性  
・治癒率・死亡率・（氾Lの改善等  

・学会のガイドライン等   エビデンスレベルこ l】11111V V 〉l   

・エビデンスレベルの明確化   ＊エビデンスレベルについては別紙参照の上記鼓すること   

鑑安全性  
・副作用等のリスクの内容と頻度  

（卦普及性  

・年間対象患者数   
■年間実施国数等   

年間対象患者数       人  
年間実施回数         回   

④技術の成熟度  
・学会等における位置づけ  

・難易度（専門性・施設基準等）  

（竪倫理性・社会的妥当性  

（問題点があれI漏己載）  

⑥妥当と思われる診療報酬の区分  、C在宅・D検査・E画像・F投薬・G注射・Hリハビリ・Ⅰ精神・J処置・K手術・   

（lつに○）   」麻酔・M放射線・N病理・その他   

妥当と思われる点数及びその根拠  点数  点   

（新設の場合）  

⑦代替する保険既収載技術との比較  無・有  
（当該技術のヰ入により代替する  

ことが予想される既収載技術）   （区分番号と技術名  ）   

・効果（安全性等を含む）の比較  

・費用の比較  

技術名  

技術の概要  

対象疾患名  

保険収載の必要性のポイント  

【評価項目】   
甘有効性  
・治癒率・死亡率・00Lの改善等  

・学会のガイドライン等   エビデンスレベルこ l】lllll〉 V 〉l   

・エビデンスレベルの明確化   ＊エビデンスレベルについては別紙参照の上記載すること   

（≧）安全性  

・副作用等のリスクの内容と頻度  

〔3）普及性  

・年間対象患者数   年間対象患者数  人   

・年間実施画数等   年間稟施回数（1人当たり）＝＝＝＝＝＝＝望   

堪技術の成熟度  
・学会等における位置づけ  
・社易度（専門性・施設基準等）  

⑤倫理性・社会的妥当性  
（問題点があれ一朝）  

⑥妥当と思われる診療報酬の区分  C在宅・D検査・E画像・F投薬・G注射・Hリハビリ・Ⅰ精神・J処置・K手術・   

（1つに○）   L麻酔・M放射線・N病理・その他   

妥当と思われる点数及びその根拠  点数        点   

（新設の場合）  

当該技術の導入より代替される既収載技術  無・有  
⑦代替する保険既収載技術との比較  （区分番号と技術名  

）  

・効果（安全性等を含む）の比較  

■費用の比較  

予想影響娃  円 増・滅  
軍〉予想される医療費への影響（年間）  ＊増加と記載されたことにより技術への評価が変わるものではない   

（影響鮮出の根拠を記載する。〉  

・予想される当該技術に係る医療費  
・当該技術の保険収載に伴い減少が予  

想される医療費  
（費用一効果分析などの経済評価  

を実施していれば記載可）  

⑨その他  



予想影響額  円 増・滅  
＊増加と記載されたことにより技術への評価が変わるものではない   

（影響鎮算出の根拠を記載する。）  

・予想される当該技術に係る医療費  
・当該技術の保険収載に伴い減少が予  

想される医療費  
（費用一効果分析などの経済評価を実  
施していれl甜可）  

⑨当該技術の海外における公的医療  

保険（医療保障）への収載状況  

当該技術は先進医療として  
⑯当該技術の先進医療としての  a．承認を受けている b．届出されたが承認されなかった   
取扱い   c．届出中  d．届出はしていない  8・把握していない   

その他  

関係学会、代表的研究者等  

担当者、連絡先（住所∴電話番号、  

ファックス番号、E－1肌IL）  

⑪当該技術に医薬品を用いる場合、その主なものの内容を記載  
＊ 薬事法内容等不明な場合は添付文書を読むか、製造販売会社等に問い合わせること．  

名称（販売名、一般名）  薬事法の   薬事法の「使用日的、効能又は  薬価収載（保検収  
承認の有無  効果」   載）の有無  

有・無  有・無  

（承認番号   

有・無  有・無  

（承認番号   

有・無  有・無  

（承認番号   

有・無  有・無   

（承認番号   

J  

⑩当該技術に医療機器を用いる場合、その主なものの内容を記載  
＊ 薬事法内容等不明な場合は添付文書を読むか、製造販売会社等に問い合わせること。  

名称（販売名、－  薬事法の  染事法の「使用目的、  保険収載  特定保険医療材料   

般名）   承認の有無  効能又は効果」   の有無  

有・無  有一無  該当・非該当  

（承認番号  

番号：  

名称 
価格：  

有・無  有・無  該当・非該当  

（承級季号  

番号 
名称：  

価格：  

有・無  有・無  該当・非該当  

（承認番号  

番号 
名称 
価格 

有・無  有・無  該当・非該当  

（承認番号  

番号：  

名称 

価格 



医療技術再評価提案書（保険既収載技術用）  
申請団体名  

代表者名  

提出年月日   平成21年 月 日  
ている儀式を妊することな  く、垂腑■Ll捌こ｛めること．…し  ※ 不l壮lコ牧l＝  

ないこと．  

※ 技術そのものが新設であっても、すでに倒蜘の中で認められているも鋤こついて軋棚を用いること。  
※ 必勤tあれl機外のチータを用いることも可。  

】  l  

診療報酬区分（1つに○）   L麻酔・M放射線tN病理・その他   

診療報酬番号  

技術の概要  

1．算定要件の見直し（施設基準、且鮒J限等） 2．点数の見直し（増点）  

再評価区分  3．点数の見直し（減点） 4．保険収載の廃止  

5．その他（  ）   

具体的な内容  

【評価項ヨ】   

＝℃再吾平価の理由  

②普及性の変化  年間対象應者数の変化 現在  →  ・・ し  

・年間対象患者数の変化  年限実施回数の変化 現在  人→  人 増・誠一変化無し  

・年間実施回数の変化等  

こ茅予想される医療費へ影響（年間）  円 増・減   

（影響額算出の根拠を記載するu）  

・予想される当該技術の医療費  
・当該技術の保険収載に伴い減少する  

と予想される医療費   

④算定要件の見直し等によって、新た  
に使用される医薬品医療機器（未採  

用技術の例にならって記載）  

その他  

関係学会、代表的研究者等  

担当者  
連絡先（住所、電話番号、ファックス  

番号、E」仏】L）  

○   
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医療抜術評価提案書記戯要領  

（通則〉  

1．評価を提案する技術が、現在診療報酬点数表に収載されていない場合、又は収載さ   

れているものの新たな適応涙愚等に保険適用を拡大したい場合は、「保険未収載技術   

用」を用いること。  

2．評価を提案する技術が、現在診療報酬点数表に収載されているが、施設基準、回数   

制限等の算定要件の見直し、．・∴し数の見直し（粗似技術として算定できているが、別の   

技術料として別途新設を希望する場合、又け加算点灘として評価を希望する場合も合一   

む（）、保険収載の廃止、又はその他の理山により再評価を提案する場合は、「保険既収   

載技術用」を用いること。  

3．保険未収載技術に関しては、「概要胤にはポイントのみを記載し、1枚に収めるこ   

と（使用文字の大きさ叫）－   
「詳細版」には、「概要版」に記載した事項を真付けるデータ及びその他必要な事項を   

記載し、4枚以内に収めること（   

4．本蜘載するこ   

と岬   

（保険未収載技術用提案茜の記載方法）  

5．「保険収載の必要件のポイント」に／）いて   

当該技術の対象となる疾病等に関する現状及び当該技術が保険収載された際に期待   

される効果について、評価項目（有効棟、安全性等）に記載したデータ等を用いて、   

簡潔に記載することハ  

6．「（1）有効性」に／）いて   

治癒率・牝L率・即Lの改葬、診断の正確件の向上等について、当該技術と類似件を   

もつ既存技裾の有効性と可能な範閉で比較し、データや学会のガイドライン等に基づ   

き記載すること。また、別添を参考に、エビデンスレベ′レ（Ⅰ岬ⅤⅠ）   

を明記するとともに、当該エビデンスに関する贅料（論文の写し等）を添付することハ  

7．昭）安全件」に／）いて   

当該技紬せ施わした際に発牛した又は発牛が予偲される副作用・合併病・事故など   

のリスクについて、その内容と頻度を記載すること1また、当該技術と類似性をもつ   

既存技術の安全件と可能な範岡で比較すること。  

1   

8．「③普及件」に′）いて  

当該技術の対象となる患者数の現状及び将火予測推計を、学会のデータ、患者調香   

結果等を指用し記載することト また、当該技術の（年間）施行回数の現状及び将来予   

測推計（技術を実施できる医廉機関の数及び也数の推計）を、学会のデータ、社会直   

凍診療行為別間奄結果等を活用し記載すること。  

（参考）患者調香 http：／／叫   
社会医療診採行為刑罰奄（平成19年6月）   h川〕：／／w…dbl叫丁Ⅲ  

111001．html   

《祉会医療診痛打為糾調香を用いての年間実施国数の調べ方  

〕）卜記のし札→01の部分にべージ應号を入れ、調べたいページを表示する。  

在宅：8、10、検香（病輝）10～30、画（象30～32、投薬32、33、注射33～34  

リハ：31、精神3卜35、処同35、■10、手術41、74、麻酔7■卜75、放射線75   

例：「手術」が調べたい時は41を入れる。その後ページ・番卜の「次ページ」をクリ  

ックしていけば全て閲覧可能。  

老調べたい項目をみつけたら、「総数」の中の「件数、回数」を見る〔   

例：卜言亡の「00術」であれば「10也」となる〔  

総 数  

件数  診療実日数  

766097モ‡2  

回数  点数   

00術   12345   10   1．000，000   

葦 この調査は、1ケ月の算定回数の調査であるため、年間回数を推計する際には12僻  

する仁   

例：「10Ldx12＝120回」となる。  

9．「（t）技紬・の成熟度」に′）いて   

当該技術の学会等における件帝づけ、指針の存在、難易度（すなわち必要と思われ   

る医師の専「り件、経験年数及び施設基準等）について雷己載することr  

lO．「⑤倫翠惟・社会的妥当件」について   

当該技術に関し、倫理件、祉全的妥当件の視点から課題があれば具体的に記載する  

－ 

例）脳死移植における臓器移植法との関係（法的問題点）  

移植治療における倫舞的問題   （倫理的開祖ノエ）等  

2   



保険適用上の特徴（例：年齢制限）  

2）調べたが収載を確認できない  

3）調べていない  

また、1）を記載した場合は、それを／」ミす資料を怖潤することr  

15．「鯛当該技仙：の先延医療としての取扱」に1）いて（詳細版のみ）  

当該技締の先述医療としての取扱状況に1）いて以卜のいずれかを記載すること。  

㌻1．承喜怒を′受けている  

l）．申詣したが承認されなかノノブヒ  

c．申請中  

rl．届山はしていない  

c．把捉していない  

（参考）先進医療  

hlLo■／／wl川．血hh．冥‘〕．i〔）／いっ山cゝ．′bukl・Oku．′′1Sビ1′．‘sビ11Slハ1rYりノ′エJldtl上．11しml  

16．「舶当該技針目rこ医共晶を用いる場合、その主なものの内容を記載」、「：ほ当該技裾  

に医療機器を用いる場合、その主なものの内容を記載」について（詳細版のみ）  

当貢亥技術に医薬品又は医横磯器を用いる場合、当該医薬品又は医療機器の薬事捏上   

の承認状況を確認する観点から、＋なものに／）いて、その名称（販売名・般名）、   

兵事法上の承認のム■無（承認番弓）、典革法の「使用日的、効能又は効果」、炎他（保   

険）1郎如）咽て添付文案を添付すること1但し、・般的に   

普及し、かつ、明らかに韻事法上の承認内容に適して他用されているもの（（例〉 心   

電図等監視装筒、手棉に用いる組子等基本的用具、消炎鎮痛剤等基本的鹿炎品）は除   

＼－  

なお、医炎品と医原機器に／）いて、炎事法未承認のもの、又は盛事法上の「使用帽   

的、効能ヌは効果jで認められていない他用方法iこ上る技紺に関しては、評価の対象   

とならないので注意すること、  

17．「関係学会、代表的研究者等」について  

当該技裾・こ関する研究、会合、論文発表等を実施している主たる学会、研究者等の   

名称を記馴‾ること．、  

18．「山当者、連絡先」に／）いて  

本提案幕の記載内容について確認が取れる現当音名及び連絡先を記載すること「  

（保険既収載技術用捷薬害の記載方法）   

課題がないと判断した場合は、「問題なしnlと記載すること、  

11．「¢）妥当と思われる診疾報酬の区分、点数及びその根拠」に′）いて   

当言亥技紬■が保険収載となった場合、診療報酬点数表上妥当と思われる区分（「D偵杏」、  

「K手仙■」等）1つに〇を記載し、点数（C・○点）及びその根拠（類似技術の点数と   

の対比、実勢コストとの対比等）を記載すること〔  

12．「（ヱ・代替する保険媒収載技締との比較」に′）いて  

当該技術の導ノ＼により代替することが予想される保険既収載技術がある場合は、  

区分番号・と共に記載すること仁 また、当該技術と既収載技紬■に1）いて、・痛例あた  

りの効果（治癒率、人院・通院期間、合併症等の比較）及び費用の1ヒ較を行うことハ  

13．「¢）予想される医療費への影響」に′）いて   

当該技術を保険収載した場合に想定される医療費への影響を記載すること∩ なお、   

当該技仙■に直接係る医療費だけでなく、当該技術が用いられることに上り減少が期待   

される直標費が想定できる場合は、併せて記載すること「   

ただし、増加と記載されたことに上り技術への評価が変わるものではなし＼   

千想影響額の算山万汝鳥以下の通りとする「  

予想影響額 卜記（0－（2）  円 増・滅   

（り 一子悪される当該技袖に係る年間直標農（＝（∂）×（b）×（c））  

（a）妥当と思われる診療報酬点数（⑩の数値）  

（b）予想される年間対象適者数（・駕：の数値）  

（⊂）ナ想される年間実施回数（省：の数値）   

（2）当該技往の保険収載に伴い減少するとナ悪される直積資  

例）・代替される既＃技紺の対象者減少に伴う医原資減少  

・入院期間の短縮、重病化抑制、合併病抑制iこ伴う塩原費減少等  

また、ニれらの算Hに1たっては詳細版にその根拠を記職すること「   

なお、当該技仙■に／）いて費用一効果分析、費用一便益分析などの経済評価が実施さ  

れていれば（締外での研究も含む．、）、その結果を詳細版に記載してもか宅わない。  

14．「（冥当該技術の海外をこおける公的底療保険（医療保障）への収載状況」について（詳  

細版のみ）   

当該技術の海外における公的医療保険（医療保障）（例、米同Medicare、某国ⅦS）  

への収載状況にノ）いて、以卜のいずれかを記載すること〔  

1）収載されている （同名、制度名）  



（別添〉  

エビデンスレベルについて  

（抜粋）  

【註9B】「エビデンスのレベル」分類：質の高いものから  

1 システマテイツクレビュー．．′′メタアナリシス  

Ⅱ 1つ以上のランダム化比較試験による  

Ⅲ 非ランダム化比較試験による  

Ⅳ 分析疫学的胡‥究（コホート研究や症例対照研究に上る）  

ヽr 記述研究（症例報告やケース・シリーズ）による  

17 患者データに基づかない、専門委員仝や専門家個人の意見  

なお、複数のタイプがある場合は、エビデンスのタイプの質の高いタ  

イプをとる。ただし白人Caし】CaSiall研究にもとづくタイプと日本人研  

究にもとづくタイプが異なる場合などは、それぞれ別記するり  

1～）．「再評価区分」、「具体的な内容」、「（t）再評価の坪山」に′）いて   

当該技術の保険収載の取扱に1）いて再評価を希望する場合は、以卜の区分からいず  

れかを選択し、その内容と環山を該当欄に記載することn  

l．算定要件の見直し（施設基準、回数制服等）   

・当該技術に係る現行の施設基準の見直し  

（例）質の山保の観点から施設基準を設けるべき手術  

現行の基準が厳しすぎ保険診療に支障が生じている手術   

・回数制限の見直し  

（例）回数制限が現在のエビデンスと合致していない検杏  

回数制限がないため不必要に実施されている検杏・処帝  

これらに1）いて、患者の便益も含め、その環山を記載する1   

2．点数の見ー白二し   

・当該技紬1こ係る保険点数の再評価（増点・減点）   

・保険既収載の技術で算定－㌘きているものの、別の技術料又は加算としての評価等  

を希望   

これらに1）いて、類似技術の点数との対比、原価との対比等を記載すること。   

3．保険収載の廃止   

・当該技術が、既に真滝されていない   

・当該技紬■は実施されているが、ム‘効件・安全件等に疑義が牛じている   

4．その他  

、－1  

診療ガイドラインの作成の手順より  

【ver．4．3】  

「EBんⅠの平及のためのシラバス作成と教育〟法および  

EBMの有効性評価に関する研究」  

研究代表者 福 井 次 夫  

（京都大学大学院医学研究科臨疫学）  

「日本におけるEBHのためのデータベース構築及び   

提供利用に関する調香耕究」  

研究代表者 丹 後 俊 郎  

（国立公衆衛隼院イ、J■属凶斉館、疫学部理論疫学室）  

2001．11．7  

C）   



中医協 診一2－4  

2 1． 2． 2 5  

診調組  技一 5  

2 1． 2． 1 3  

中瞑協 総－6－4  

2 1． 2． 2 5  

保険人収載技術 二次評価 評価票  保険人収載技術 一次評価 評価粟  

番号：  

評価対象技術  

評価者二  

評価結果  

番弓・：  

評価対象技術  
評価者：  

評価結果  

評価項臼  評価結果  評価項臼   

1．技術の有効慢・成   
熟度（含むデータの   

賀・イ言頼度）lこつい  

1 2  3  4  5   

（低 旺：＝＞ 高）  

1 2 ：う  4  5   

（低 Ⅱ＝＝〇＞ 高）  

2．安全性・倫理軋・  

社会的妥当件の観点   

から見た、保険収載   
の適切性について  

1．当該技術の保倹収   
載に係る必要性・妥   

当性について  
問題あり  問題なし  

3．普及性に係るデー   

タ等の妥当性につい   
て  

低   中   高  

1．舟運れ疾とすべき   

2 施設基準を設；うるべき   

3．と．習さ十三し  

1．先進瞑療とすべき   

2．施設基1干を設けぞ〉べき   

H．必・要なし  

4．芙施施設の隈偏に   

ついて  2．美施施設の限定に   

ついて  

（評価上の留意事項）  

・「1．技術の有効性・成熟度について」は、提案書（打什効性及び宜・技術の成熟度に記載され   
た内容を、エビデンスレベ／レ等のデータ町貨卜信租度も含め総合的に評価し、該当点数をC  
で閃むこと1   

・「2、安全性・倫理性・杵会的妥当性の観点から見た、保険収載の適湖」性について」は、提   

案書ぼ倭全性及びぶ倫理性・什全的妥当性に記鼓された雷項を評価し、保険収載の適切性に  
ついてm題あり・なしを判断すること．、   

・「3∴普及件に係るデータの妥当件について」は、提案再昔普及件に記載された内容等に／）い  

て、臨i床的観ノ．1からその妥斗性を3段階（低、中、高）で評価し、該1項目を⊂ンで幽むこと。   

・「4．実施施設の限定について」は、提案春立技術の成熟度等を踏まえ、甘該技術け保険収職   

に至るiこはまだ巨分普及していないため先進医療としての取扱いが妥当である、又は保険収   
載するにあたり施設基準竿を用いた美施施設の限定が必要である、と判断した場合軋それ   
ぞれ1．丈は2．（それ以外は3．）を〇で岡むこと。   

・必妥に応じて「ニメント」欄にコメントを記載すること，、  

なお、「事務局記載欄」は、事務局が提案害記載内容の確認をわった際等に気づいた点につい   
て記載するものであり、評価に際しては参考として用いること。  

（評価上の留意事項）  

・「1．当該技術の保険収載の必要性・妥当すこいこついて」は、一次言引出の結果及び提案書に記   

載された内容を総合的に評価し、該当点数をCで囲むこと（   

・輝こ、提案＃拡）予想される医療費への影響に／）いては、影響額の多寡のみだけでなく、当該   

技術が保険収載されることにより国民の健康、保険財政等へもたらす影響を総合的に勘冤  

し、評価を実施すること、   

・「2．実施施設の限定に／）いて」は、・次評価結果、提案再葦普及作、（¢技術の成熟度、⑤倫   

理件・社会的妥当性及び⑥千想される医療費への影響等左・踏まえ、当該技術（まJl」進医療とし   

ての取扱いが妥当である、又は保険収載するにあたり施設基準等を用いた実施施設の限定が   

必要である、と判断した場合は、それぞれ1．又は2．（それ以外は3．）を○で囲むこと．て   

■必妥に応じて「コメント」欄にコメントを記載すること，  

なお、「事務局記載欄」は、事務局が提案幕記蘭内容の確認を行った際等に気づいた点にノ〕い   

て記載するものであり、評価に際しては参考として用いること。   



保険既収載技術 ⊥次評価 評価票  保険眈収載技術 一次評価 評価栗  

番弓・：  

評価対象技術  

評価者：  

評価結果  

番弓■：  

評価対象技術  
評価者こ  

評価結見  

評価項臼  評佃】項臼  

1 2  3 4 5   

（低 に＝＞ 高）  

1．再評価の必要件   
妥当性について  

1 2  3  4  5   

（恍 旺＝＞ 高）  

1．再評価の必要件   

妥当性について  

2．普及什に係るデー   

タの妥当性について  
低   中   高  

（評価上の乳首事項）  

・「1．再評価の必要性・妥当性について」は、一次評価の結果及び提案書に記載された内容   

を総合的に評価し、該当点数を○で囲むこと．＿   

・特に、提要幕⑥予想される医療費への影響に一）いては、影響額の多寡のみだけでなく、当該   
技術が再評価されることにより国民の健康、保険財政等へもたらす影響を総合的に勘蓋し、   

評価を実施すること∩   

・必要に応じて「コメント」㈱にコメントを記載すること．、  

なお、「事務局記載欄」は、事務局が提案萬記載内容の確認を行った際等に気づいた点に1）い   

て記載するものであり、評価に際しては参考として用いること。   

（評価卜の留意雷項）  

・「1．再評価の必要件・妥当件に1）いて」は、提案幕α再評他の環山を、データの質・店傾   

度も含め総合的に評価し、該当点数をCで囲むことハ   

・「2．普及特に係るデータの妥当性について」は、提案書②常及件の変化に記載された内容等  

について、臨床的観点からその妥当性を3段階（供、中、高）で評イ血し、該当項目をCで囲  

むこと．＿  

・必妥に応じて「コメント」欄にコメントを記載すること【  

なお、「事務局記載欄」は、事務局が提案幕記載内容の確認を行った際等に気づいた点に1）い   

て記載するものであり、評価に際しては参考として用いること亡  


